
 

板橋区教育委員会が行う不登校対応について 

～板橋区立小中学校不登校児童生徒増加対策プロジェクトチーム～ 

 

令和 2年 2月青少年問題協議会からの提言を受け、これまで教育委員会が部署ごとに

行っていた不登校対策を集約し、教育委員会内部をはじめ各学校や外部との横断的な連

携を見据えた活動に取り組むため、板橋区立小中学校不登校児童生徒増加対策プロジェ

クトチーム（以下「PT」という。）を令和 2年 4月に立ちあげた。 

本 PT においては、児童生徒が「学校に登校する」という結果のみを目標とするので

はなく、自らの進路を主体的に捉え社会的に自立することをめざすため、教育委員会が

行う不登校対応について協議・検討を行った。 

 

１ 開催期間・回数 

  令和 2年 4月～令和 3年 1月 計 22回 

 

２ 構成メンバー 

教育委員会事務局次長 

教育支援センター所長 

教育総務課職員 

学務課職員 

指導室職員 

生涯学習課職員 

地域教育力推進課職員 

教育支援センター職員 

 

３ 活動状況 

  月 1～4回PTを開催し、以下の点について協議・検討を行った。 

○不登校対策全体構想図の策定 

○不登校対応ガイドラインの整備 

  ○不登校中学生対象個別進路相談会・高校説明会の実施 

 

４ PTで検討した方策・実施事業 

別添「板橋区教育委員会が行う不登校対応について」のとおり 

 

５ 今後の活動予定 

①不登校対策全体構想図に基づく組織的不登校対策の実施 

不登校対策全体構造図に基づき、教育委員会事務局各課を横断した取組を実施し 

情報共有を継続していくことで、支援を受けることができていない児童・生徒へ 

の対応を迅速に図っていく。 

 

②コロナ禍、ＧＩＧＡスクール構想を踏まえた新たな不登校対策の実施 

今後の新型コロナウィルス感染拡大等も視野に、板橋区が進める児童・生徒一人 

一台のタブレット環境を活用し、不登校児童・生徒がオンラインによる学校教育 

活動へ参加できる体制を構築するべく検討を進めていく。 
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